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健康推進員

清水　淳子さん
（清田）

こじゅんし みず

　　
そうめん２束、豚肉もも薄切り肉
150g、にんじん１/2本（70g）、キャ
ベツ２枚（100g）、しめじ半パック
（100g）、青ねぎ２本、うす口しょう
ゆ大さじ１、みりん大さじ１、塩こうじ
小さじ１、サラダ油大さじ１

❶豚肉に塩こうじをまぶし20分ほどおい
　ておく
❷にんじん、キャベツは千切り、青ねぎ
　は小口切り、しめじは石づきを取って
　バラバラにしておく。
❸そうめんは半分に折って硬めにゆでて、
　水で洗い、ざるに上げておく
❹フライパンにサラダ油をひき、豚肉を
　いため、にんじん、キャベツ、しめじ
　を加え、火が通ったらそうめん、青ね
　ぎを入れ、うす口しょうゆ、みりんで
　味を整える。

　☆１人分　エネルギー　　219ｋcal
　　　　　　たんぱく質　11.6ｇ
　　　　　　脂質　　　　　7.7ｇ
　　　　　　食塩相当量　2.4ｇ

豚肉の下味に
塩・こしょうを使わず、
塩こうじを使うことによっ
て肉の旨みとやわらかさを引
き出すことができます。
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あ
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証
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。
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け
出
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受
け
取
っ
た
り
、
示
談
を

済
ま
せ
た
り
す
る
と
、
後
で
国
保
か
ら

加
害
者
に
費
用
の
請
求
が
で
き
な
く
な

る
場
合
や
給
付
を
返
納
し
て
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
示
談
の

前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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③
学
生
納
付
特
例

　

学
生
の
方
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が

一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承

認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
、
原
則
４
月
か
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翌
年
３
月
ま
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で
す
。
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険
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ま
た
は
若
年
者
納
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猶
予
さ
れ
た
方

で
、申
請
時
に
平
成
　年
度
以
降
も
引

き
続
き
全
額
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ま
た
は
若
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納
付

猶
予
を
希
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れ
た
方
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続

き
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れ
た
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す
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・
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。
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医
療
費
は
加
害
者
が
負
担
し
ま
す

　

交
通
事
故
な
ど
、
他
人
の
行
為
が
原

因
で
ケ
ガ
を
し
た
場
合
や
病
気
に
な
っ

た
場
合
で
も
、
国
民
健
康
保
険
（
国

保
）
で
医
療
機
関
に
受
診
で
き
ま
す
。

　

医
療
費
は
、
過
失
に
応
じ
て
加
害
者

が
負
担
す
る
の
が
原
則
で
す
が
、
国
保

が
一
時
的
に
立
て
替
え
て
支
払
い
、
後

で
そ
の
医
療
費
を
被
害
者
に
代
わ
っ

て
加
害
者
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す

①
警
察
に
届
け
出
ま
す

　

交
通
事
故
に
あ
っ
た
ら
、
す
み
や
か

　

に
警
察
に
届
け
出
て
、
「
交
通
事
故

　

証
明
書
」
を
も
ら
い
ま
す
。

②
役
場
に
届
け
出
ま
す

　

役
場
の
国
保
の
窓
口
（
住
民
課
保
険

　

年
金
担
当
）へ
も
届
け
出
て
、「
第

　

三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」
を
提
出

　

し
ま
す
。

　

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま

た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
の
手
続
き
は
、
草
津
年
金
事
務

所
国
民
年
金
課
、
ま
た
は
役
場
住
民
課

で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

①
保
険
料
申
請
免
除

　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所

得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し

て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
全
額
ま
た

は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。承
認
期
間

は
、原
則
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。

※
保
険
料
の
一
部
が
免
除（
４
分
の
１
免

　

除
、半
額
免
除
、４
分
の
３
免
除
）に
な

　

る
方
は
、免
除
に
該
当
し
な
か
っ
た
部

　

分
の
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
未

　

納
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
の
で
ご

　

注
意
く
だ
さ
い
。

②
若
年
者
納
付
猶
予

　

30
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配
偶
者

の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場

合
、申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。承
認
期
間
は
、

原
則
７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。

交
通
事
故
な
ど
、
他
人
の
行
為
が

原
因
で
治
療
を
受
け
た
場
合
は

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
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